
 

鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 
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                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第１３号 

鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す   

る条例 

鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例（平成１７年鳥取市条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び第２２８条第１項」を削り、「使用料」を「利用料金」に改める。 

第５条第１号中「使用」を「利用」に改め、同条第４号中「前３号」を「前各号」

に改め、同号を同条第６号とし、同条第３号を同条第４号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

⑸ 地場産品の展示販売等に関する業務 

第５条第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 砂の美術館の砂像の制作、展示、企画の運営等に関する業務 

第６条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「を使用」を「を利

用」に、「専用使用」を「専用利用」に改め、同条第２項中「使用」を「利用」に改

める。 

第７条（見出しを含む。）中「使用」を「利用」に改める。 



 

第８条及び第９条を次のように改める。 

（利用料金） 

第８条 砂の美術館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）については、別

表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。 

２ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 

（利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受

けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。 

第１６条を削る。 

第１５条中「使用者」を「利用者」に改め、同条を第１６条とする。 

第１４条第２項中「第１１条」を「第１２条」に、「使用の」を「利用の」に、

「使用者」を「利用者」に改め、同条を第１５条とする。 

第１３条中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に改め、同条を第

１４条とする。 

第１２条を第１３条とする。 

第１１条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、

「使用を」を「利用を」に改め、同条第３号中「使用」を「利用」に改め、同条を第

１２条とする。 

第１０条の見出し中「目的外使用」を「目的外利用」に改め、同条中「使用の」を

「利用の」に、「使用者」を「利用者」に、「使用し」を「利用し」に、「使用目的

以外」を「利用目的以外」に改め、同条を第１１条とする。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（利用料金の不返還） 

第１０条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長

の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還すること

ができる。 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取市鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例

第８条から第１０条までの規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきもの

については、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる観覧料につ

いては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 


